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   市街化調整区域の空き地等に自分の住宅を建てるためには、人（分家又は地縁の要件 

を持つ人等）と土地（線引き前から所有又は相続等）の要件を満足する必要があります。 

   自己用住宅を建設するために必要な、都市計画法上の要件及び基準をまとめており 

ますので参考にしてください。 

      この他にも建設可能な場合もありますので、詳しくは北播磨県民局加東土木事務所 

  まちづくり建築第二課（TEL 0795-42-9408）へお問い合わせください。 
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           市街化調整区域の建築について 

 

○市街化区域及び市街化調整区域の区域区分 

 

都市計画法で一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区

域として指定するものとされており、加西市の都市計画区域は、明石市、加古川市、高砂市、三木市、

小野市、播磨町、稲美町、加東市とともに東播都市計画区域に含まれています。 

更に都市計画区域において、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備に

よる良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農地と健全な調和等を図るため、必要があるときは市街化

区域及び市街化調整区域の区域区分を定めることができるとされています。 

区域区分は､すでに市街化を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域である市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分することをいいます。 

 

 

○市街化調整区域の許可基準 

 

 市街化調整区域における開発行為（建築行為）は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれ

がないと認められる行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築

物等の用途を定めたものに限り、認められています。（都市計画法第 34条第 12 号） 

 なお、市街化調整区域において、建物を建築しようとする者は、都市計画法第 43 条に基づく建築許可

等の申請が必要です。 

 

  ●兵庫県条例「都市計画法施行条例」第７条に規定 

     許可基準 ≪例≫ 

      ・別表第２の１の項 世帯分離のための住宅（分家住宅） 

      ・別表第２の２の項 調整区域に住む者の住宅 

      ・別表第２の３の項 既存集落における住宅 

      ・別表第３の１の項 地縁者の住宅区域に建築できる建築物（地縁者住宅） 

      ・別表第３の２の項 新規居住者の住宅区域に建築できる建築物（新規居住者住宅） 

         

     上記以外にも許可基準がありますので、詳しくは、北播磨県民局加東土木事務所 

まちづくり建築第二課（TEL 0795-42-9408）へお問い合わせください。 

 

 

○建築基準法による手続き 

 

 建築基準法は国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資するため、建築物の敷

地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めた法律です。このため、建築主は、建物を建築す

るとき、建築確認等の申請が必要です。 

建築確認等の申請は、北播磨県民局のまちづくり建築第二課のほかに、国、県の指定を受けた民間の

確認検査機関に申請することができます。 
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市街化調整区域における住宅建設計画の判断フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備 考 

１．加西市土地利用計画で計画されている集落区域内での住宅建設については、市独自基準である 

「加西市集落区域まちづくり要綱（平成 19年 4月 3 日施行）」に適合していること。 

２．「地縁者の住宅区域」及び「新規居住者の住宅区域」は集落区域内に設定されています。 

        ※各区域については加西市 Web ﾍﾟｰｼﾞ又は都市計画課（市役所 5Ｆ）で確認してください。 

３．農用地の除外、保安林の解除については、農政課（市役所 4Ｆ） で確認してください。 

４．農業者証明書、農地転用、及び農地の売買については、加西市農業委員会（市役所 4Ｆ）で確認して 

      ください。 

５．建物を建築するときは、工事着手前に都市計画法及び建築基準法の手続きが必要です。 

 

農用地の除外 

保安林の解除 

建設不可 

不可 

可能 

No Yes 

区域区分前から土地を所有 

【S46.3.16】 

No 

④ 地縁者住宅 

  ・同一小学校区に通算 10 年以上居住 

・地縁者の住宅区域内 （104 町に指定） 

 

⑤ 新規居住者住宅  

  ・人に対する要件なし 

・新規居住者の住宅区域内 （4 町に指定） 

 

⑥ 農業者用住宅 

  ・営農者（農業者証明書が取得可能） 

  ・耕作地の周辺の土地 

① 分家住宅 

  ・市街化調整区域内に本家がある 

  ・本家に現在同居、又は同居していた 

 

② 調整区域に住む者の住宅 

  ・区域区分前から市街化調整区域に居住、 

又は居住していた 

 

③ 既存集落における住宅 

  ・50、45、35 以上の建築物が連たん（集合） 

している区域内 

Yes 

建設予定地が宅地 

 

 

区域区分前【S46.3.16】から 

ある住宅の敷地内での建築 

No 

同一敷地での建替え可能 

・人に対する要件なし 

注）宅地であっても現に住宅が存

在していないとダメ。 

※戸建ての売買・賃貸等可能 

Yes 
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建築基準 

 

別表第２の１の項 世帯分離のための住宅 ≪分家住宅≫             【兵庫県基準】 
 

都市計画法施行条例 

別表第２の１の項 次のいずれかに該当する者が、市街化区域と市街化調整区域との区分に関す

る都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更してその区域が

拡張された日（以下「区域区分日」という。）前から所有し、又は区域区分日の前日における所有

者若しくは相続等によりその者の地位を承継した者から区域区分日以後の相続等により承継し、若

しくは承継することが確実な市街化調整区域内の土地で規則で定めるもの（以下「区域区分日前所有地」

という。）において、婚姻等による別世帯の構成に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供す

る戸建ての住宅で規則で定めるもの 

(1) 市街化調整区域にある区域区分日前から親族が所有し、かつ、居住している住宅に、同居し、

又は同居していた者 

(2) 市街化調整区域にある区域区分日以後に親族が所有し、かつ、居住している住宅に、通算して 

10年以上同居し、又は同居していた者 

 
 

都市計画に関する手続等を定める規則 

第６条の６ 条例別表第２の１の項に規定する規則で定める土地は、次の各号のいずれかに該当する

土地とする。 

(1) 条例別表第２の１の項(1)又は(2)に掲げる者が区域区分日前から所有しているもの 

(2) 区域区分日の前日における所有者又は相続等によりその地位を承継した当該所有者の直系卑属

若しくは２親等以内の親族から当該者の直系卑属又は２親等以内の親族である条例別表第２の１

の項(1)又は(2)に掲げる者が、区域区分日以後に相続等により承継し、又は承継することが確実

なもの 

別表第１の１の項 条例別表第２の１の項から３の項までに規定する規則で定める住宅 

次のいずれにも該当する住宅 

(1) 建築物の延べ面積（自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。）が280平方メートル以

下であること。 
(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。 

 
 

審査基準 

１ 土地又は建築物を所有しているとは、当該土地又は建築物に係る所有権を登記していることをい

う。 

２ 相続等とは、相続、贈与、売買又は交換のことをいう。 

３ 承継することが確実なものとは、死因贈与契約の公正証書が作成されており、始期付所有権移転

仮登記がなされ、直系尊属から相続することが確実なもののことをいう。 

４ 婚姻等による別世帯の構成に伴い、新たに必要とするとは、次のいずれかの場合に該当し、新た

に住宅を建築することがやむを得ないことをいう。 

(1) 婚姻を契機に独立して別世帯を構成する場合、又は２以上の世帯が同居する住宅から分離して

別世帯を構成する場合 

(2) 既に別世帯を構成している世帯が、Ｕターンし故郷に定住する場合 

５ 親族とは、民法第725条に規定する親族のことをいう。 

６ 同居するとは、世帯構成員として同居することをいう。 

７ 敷地面積が建築計画に対して過大な規模でないこと。 

８ 建築物を建築しようとする土地（以下「建築予定地」という。）が既存の集落内又はその近接地

にあり、かつ、必要な公共施設が整備された区域にあること。 
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添付図書 

当基準該当については、次に掲げる添付図書により判断する。 

１ 理由書 

２ 元世帯から世帯分離する者と元世帯との関係を示す図書（戸籍謄本） 

３ 土地取得要件を証する図書(土地登記簿謄本及び字限図等) 

４ 元世帯の世帯構成員として同居していたこと等を証する図書（住民票等） 

５ 元世帯から世帯分離を行う必要性を示す図書（住民票又は婚約証明） 

６ Ｕターン者においては、当該市街化調整区域に住宅を建設しても支障がないこと示す図書（勤

め先の所在等） 

７ 既存の集落内又は近接地で公共施設の整備された区域内であることを示す図書 

（附近見取り図） 

８ 元世帯の住む住宅の位置図 

９ その他、特別な事情が有る場合は、これを説明するために必要な図書 

 

「区域区分日前所有地」とは、 

① 申請者が区域区分日前に所有し、現在も所有している土地 

② 区域区分日前の所有者(申請者の直系尊属か２親等以内の親族に限る)から相続等をした土地 

③ 区域区分日前の所有者(申請者の直系尊属に限る。２親等以内の親族は含まない)から相続等をすることが確実な土地 

④ 区域区分日前の所有者(相続等した者の直系尊属か２親等以内の親族に限る)から相続等(複数回も可)した者(申請者の 

直系卑属か２親等以内の親族に限る)から相続等した土地 

⑤ 区域区分日前の所有者(相続等した者の直系尊属か２親等以内の親族に限る)から相続等(複数回も可)した者(申請者の 

直系尊属に限る。２親等以内の親族は含まない)から相続等することが確実な土地 

※ 相続等を複数回重ねても対象となるが、それぞれの相続等は、直系尊属又は２親等以内の親族間に限る 
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別表第２の２の項 調整区域に住む者の住宅                   【兵庫県基準】 
 
 

都市計画法施行条例 

別表第２の２の項 市街化調整区域に区域区分日前から居住し、又は居住していた者が、区域区分日

前所有地において、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新

たに必要とする自己の居住の用に供する戸建ての住宅で規則で定めるもの 

 
 

都市計画に関する手続等を定める規則 

別表第１の１の項 条例別表第２の１の項から３の項までに規定する規則で定める住宅 

次のいずれにも該当する住宅 

(1) 建築物の延べ面積（自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。）が280平方メート

ル以下であること。 

(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。 

 

「区域区分日前所有地」とは、次のいずれかに該当する土地のことをいう。（条例別表第２の１の項及び規

則第６条の６を参照のこと。） 

(1) 建築予定者が区域区分日前から所有しているもの 

(2) 区域区分日の前日における所有者又は相続等によりその地位を承継した当該所有者の直系卑属若し

くは２親等以内の親族から当該者の直系卑属又は２親等以内の親族である建築予定者が、区域区分日

以後に相続等により承継し、又は承継することが確実なもの 
 

審査基準 

１ 土地又は建築物を所有しているとは、当該土地又は建築物に係る所有権を登記していることをい

う。 

２ 相続等とは、相続、贈与、売買又は交換のことをいう。 

３ 承継することが確実なものとは、死因贈与契約の公正証書が作成されており、始期付所有権移転

仮登記がなされ、直系尊属から相続することが確実なもののことをいう。 

４ 転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とすると

は、次のいずれかの場合に該当し、新たに住宅を建築することがやむを得ないことをいう。 

(1) 転勤等に伴いＵターンし故郷に定住する場合 

(2) 現住居に狭小過密、老朽化、借家、立退き又は被災の事情があり転居する場合 

(3) 婚姻を契機に独立して別世帯を構成する場合、又は２以上の世帯が同居する住宅から分離して

別世帯を構成する場合 

(4)疾病又は公害により転地せざるを得ない場合 

５ 敷地面積が建築計画に対して過大な規模でないこと。 

６ 建築予定地が既存の集落内又はその近接地にあり、かつ、必要な公共施設が整備された区域にあ

ること。 

 
 

添付図書 

当基準該当については、次に掲げる添付図書により判断する。 

１ 理由書 

２ 市街化調整区域に居住していたことを示す図書（住民票等） 

３ 土地取得要件を証する図書(土地登記簿謄本及び字限図等) 

４ 戸籍謄本（相続等の場合） 

５ 審査基準４を示す図書（別紙 事由を証するために必要な書面等参照） 

６ その他、特別な事情が有る場合は、これを説明するために必要な図書 
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別紙 事由を証するために必要な書面等 
 

 

  書面等 

 

 

区 分 

 

世帯全員の 

住民票の写 

し 

 

現居住地を 

明示した位 

置図 

 

現住宅の配 

置図及び平 

面図 

現居住地の 

土地登記簿 

謄本又は家 

屋登記簿謄 

本 

 

 

  そ  の  他 

 

世帯分離 ○ ○ ○ ○  

狭小過密 ○ ○ ○ ○ 現居住地の面積算定表 

老朽化 ○ ○ － ○ 謄本は家屋登記簿謄本とする 

借  家 ○ ○ － ○ 契約書の写し 

立退き ○ ○ － ○ 立ち退きすることが確実であ 

ることを示す書面 

被  災 ○ ○ ○ ○ 被災（罹災）証明書及び跡地 

の利用計画 

疾病、公害 ○ ○ － － 現居住地の付近見取図及び医 

師の診断書又は行政機関の証 

明書 

Ｕターン ○ ○ － － 勤め先の所在図又は退職証明 

等当該市街化調整区域に住宅 

を建設しても支障がないこと 

示す図書 
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別表第２の３の項 既存集落における住宅                    【兵庫県基準】 
 
 

都市計画法施行条例 

別表第２の３の項 50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている土地の

区域その他これに準ずる土地の区域内にある区域区分日前所有地において、転勤等による転入、借

家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する戸

建ての住宅で規則で定めるもの 

 
 
 

都市計画に関する手続等を定める規則 

別表第１の１の項 条例別表第２の１の項から３の項までに規定する規則で定める住宅 

次のいずれにも該当する住宅 

(1) 建築物の延べ面積（自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。）が280平方メート

ル以下であること。 
(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。 

 

「区域区分日前所有地」とは、次のいずれかに該当する土地のことをいう。（条例別表第２の１の項及び

規則第６条の６を参照のこと。） 

(1) 建築予定者が区域区分日前から所有しているもの 

(2) 区域区分日の前日における所有者又は相続等によりその地位を承継した当該所有者の直系卑属若し

くは２親等以内の親族から当該者の直系卑属又は２親等以内の親族である建築予定者が、区域区分日

以後に相続等により承継し、又は承継することが確実なもの 
 
 
 

審査基準 

１ 土地又は建築物を所有しているとは、当該土地又は建築物に係る所有権を登記していることをい

う。 

２ 相続等とは、相続、贈与、売買又は交換のことをいう。 

３ 承継することが確実なものとは、死因贈与契約の公正証書が作成されており、始期付所有権移転

仮登記がなされ、直系尊属から相続することが確実なもののことをいう。 

４ 転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とすると

は、次のいずれかの場合に該当し、新たに住宅を建築することがやむを得ないことをいう。 

(1) 転勤等に伴いＵターンし故郷に定住する場合 

(2) 現住居に狭小過密、老朽化、借家、立退き又は被災の事情があり転居する場合 

(3) 婚姻を契機に独立して別世帯を構成する場合、又は２以上の世帯が同居する住宅から分離して

別世帯を構成する場合 

(4) 疾病又は公害により転地せざるを得ない場合 

５ 50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんしている土地の区域その他これ

に準ずる土地の区域とは、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で５ヘクタール以内の区域

内に50以上、３ヘクタール以内の区域内に45以上、又は２ヘクタール以内の区域内に35以上の建築

物が連たんしている土地の区域のことをいう。 

この場合、「区域」はすべての内角が180度以下の外周線によって囲まれているものとし、「建築物」

は敷地単位で一つの建築物として算入すること。 

６ 市街化区域と一体となって既存集落を構成する場合（市街化区域と市街化調整区域の境界部分に

緑地を配置するなど、市街化調整区域の市街化を防止している地域を除く）は、建築予定地周辺の

土地利用と整合が図られるとともに営農環境を阻害することがないものであること。 

７ 敷地面積が建築計画に対して過大な規模でないこと。 

８ 建築予定地が既存の集落内又はその近接地にあり、かつ、必要な公共施設が整備された区域にあ

ること。 
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添付図書 

当基準該当については、次に掲げる添付図書により判断する。 

１ 理由書 

２ 審査基準５を示す図書（建築物の連たん、敷地間隔等記入のこと） 

３ 土地の登記簿謄本及び字限図 

４ 戸籍謄本（相続等の場合） 

５ 審査基準４を示す図書（別紙 事由を証するために必要な書面等参照） 

６ 予定地周辺の土地利用と整合が図られるとともに営農環境を阻害することがないものである 

ことを認める市町長の意見書。 

７ その他、特別な事情が有る場合は、これを説明するために必要な図書 
 

 

 別紙 事由を証するために必要な書面等 
 
 

  書面等 
 
 
区 分 

 
世帯全員の 
住民票の写 
し 

 
現居住地を 
明示した位 
置図 

 
現住宅の配 
置図及び平 
面図 

現居住地の 
土地登記簿 
謄本又は家 
屋登記簿謄 
本 

 
 
  そ  の  他 

 

世帯分離 ○ ○ ○ ○  

狭小過密 ○ ○ ○ ○ 現居住地の面積算定表 

老朽化 ○ ○ － ○ 謄本は家屋登記簿謄本とする 

借  家 ○ ○ － ○ 契約書の写し 

立退き ○ ○ － ○ 立ち退きすることが確実であ 
ることを示す書面 

被  災 ○ ○ ○ ○ 被災（罹災）証明書及び跡地 
の利用計画 

疾病、公害 ○ ○ － － 現居住地の付近見取図及び医 
師の診断書又は行政機関の証 
明書 

Ｕターン ○ ○ － － 勤め先の所在図又は退職証明 
等当該市街化調整区域に住宅 
を建設しても支障がないこと 
示す図書 

 
 

 

― 8 ― 



別表第３の１の項 地縁者の住宅区域に建築できる建築物 ≪地縁者住宅≫    【兵庫県基準】 

 

 

都市計画法施行条例 

別表第３の１の項 開発区域周辺の市街化調整区域に通算して10年以上居住する者が所有し、又は

規則で定める者から所有者の地位を承継することが確実な土地において、転勤等による転入、借

家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要とする自己の居住の用に供する

戸建ての住宅で規則で定めるもの 

 

 

 

都市計画に関する手続き等を定める規則 

第６条の７ 条例別表第３の１の項に規定する規則で定める者は、同項に掲げる住宅を建築しようと

する者の直系尊属とする。 

別表第２の１の項 条例別表第３の１の項に規定する規則で定める住宅 

次のいずれにも該当する住宅 

(1) 建築物の延べ面積（自動車車庫及び物置の用に供される部分の面積を除く。）が280平方メー

トル以下であること。 

(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以下であること。 

 

 

審査基準 

１ 開発区域周辺とは、原則次のいずれかに該当する大字（町を含む。以下同じ。）の区域の

ことをいう。ただし、一の大字の区域の面積が小さい市町（又はその一部の地域）にあって

は、これに加える大字の区域を別に土地利用計画に定めることができる。 

(1) 開発区域のある大字の区域 

(2) (1)に掲げる大字の区域に隣接する大字の区域 

２ 通算して10年以上居住する者とは、居住しているか又は居住していたことが戸籍謄本附票

等で確認できるもののことをいう。 

３ 土地を所有しているとは、当該土地に係る所有権を登記していることをいう。 

４ 承継することが確実なものとは、死因贈与契約の公正証書が作成されており、始期付所有

権移転仮登記がなされ、直系尊属から相続することが確実なもののことをいう。 

５  転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等に伴い、新たに必要

とするとは、次のいずれかの場合に該当し、新たに住宅を必要とすることがやむを得ないこ

とをいう。なお、市街化調整区域内の自己所有住宅から移転する場合は、現住宅を除却する

ことを原則とする。 

(1) 転勤等に伴いＵターンし故郷に定住する場合 

(2) 現住居に狭小過密、借家、立退き又は被災の事情があり転居する場合 

(3) 婚姻を契機に独立して別世帯を構成する場合、又は２以上の世帯が同居する住宅から分

離して別世帯を構成する場合 

(4) 疾病又は公害により転地せざるを得ない場合 

(5) 日照・通風を確保する為など居住環境の改善を図る場合 

６ 住宅の延べ面積から除くことができる自動車車庫及び物置の用に供される部分とは、自

動車車庫、地下室（居住室、炊事室、便所、浴室等を除く。）、未造作の小屋裏（建築基準

法上、床面積に算入されるものを含む）、別棟の物置、バルコニー等居住部分とは明確に分

離された部分で、かつ、居住の用に供されない部分のことをいう。 

７ 敷地面積が500平方メートル以下とは、次の部分を除いた敷地の面積が500平方メートル以

下であることをいう。 

 (1) 専用通路部分で規模、形状等が適当であるもの 

８ 都市計画法第33条第４項の規定に基づく基準として敷地面積の最低限度が市町の条例に

定められている場合は、当該制限に適合していること。 

９ 立地について、あらかじめ土地利用計画に基づき市町長と協議し、これを了したものであ

ること。 
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添付図書 

 当基準に該当することは、次に掲げる添付図書により判断する。 

１ 理由書（移転する場合は跡地の利用計画を含む） 

２ 市街化調整区域に居住していたことを示す図書（戸籍謄本附票等） 

３ 土地の所有を証する図書（土地登記簿謄本及び不動産登記法第１４条地図等） 

４ 戸籍謄本（相続等の場合） 

５ 新たに住宅を必要とする事由を示す図書（下表参照） 

６ 立地についての市町長の意見書及び事前協議の内容を記載した図書 

７ その他、特別な事情が有る場合は、これを説明するために必要な図書 

 
   事由を証するために必要な書面等 

  書面等 
 
区 分 

世 帯 全 員
の 住 民 票
の写し 

現居住地
を明示し
た位置図 

現 住 宅 の
配 置 図 及
び平面図 

現居住地の
土地又は家屋の
登記簿謄本 

 
そ の 他 

世帯分離 ○ ○ － ○ 
同居人全員（別世帯も含む）
の住民票 

狭小過密 ○ ○ ○ ○ 
現居住地の面積算定表 
同居人全員（別世帯も含む）
の住民票 

借  家 ○ ○ － － 
契約書の写し 

立 退 き ○ ○ － ○ 
立退きすることが確実である
ことを示す書面 

被  災 ○ ○ － ○ 
被災（罹災）証明書 

疾病､公害 ○ ○ － － 
現居住地の付近見取図及び医
師の診断書又は行政機関の証
明書 

Ｕターン ○ ○ － － 
勤め先の所在図又は退職証明
等Ｕターンの必要性を示す図
書 

環境改善 ○ ○ ○ ○ 
環境改善を行う必要があるこ
とが判る写真等図書 

 
（解 説） 
１ 市街化調整区域内に○○町又は○○町○○丁目として区分されている土地の区域がある場合は、 
これらを一の大字として取り扱う。 

２ 市街化調整区域に編入される前に同地において居住していた場合、この期間も居住期間に加える 
ことができる。 

３ 過去に市街化調整区域であった敷地が、区域区分の変更により現在市街化調整区域以外の場合、 
当敷地から市街化調整区域への移転は当基準に該当しない。この場合、過去に市街化調整区域であ 
った期間は当基準における居住期間に含める事はできない。 

４ 市街化調整区域内の自己所有住宅について 

市街化調整区域内に存する自己が所有する住宅は、審査基準５の（１）から（５）のいずれかに該当し、 

当地において建て替えることができず、現住宅を除却し新たな土地において建築することがやむを得ない 

場合、当基準該当として取り扱うことができる。 

５ 市街化調整区域内の自己所有住宅について、新たな住宅を建築する場合、現住宅を除却せずに転 
 売することは、市街化調整区域の住宅を増やし市街化を促進するおそれがあり都市計画法の趣旨に 
反するため、当基準で許可することはできない。 

ただし、本許可と同時に現住宅を農業用倉庫や他者が購入し農業者住宅又は分家住宅等の適法な 

建築物に用途変更の手続き等を行う場合は、現住宅の除却を行わなくとも許可出来る。 
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別表第３の２の項 新規居住者の住宅区域に建築できる建築物 ≪新規居住者住宅≫ 【兵庫県基準】 

 

 

都市計画法施行条例 

別表第３の２の項 居住者の減少に対処する必要のある集落又はその近接地における転入者のた

めの戸建ての住宅 

 

 

審査基準 

１ 都市計画法第33条第４項の規定に基づく基準として敷地面積の最低限度が市町の条例に定め

られている場合は、当該制限に適合していること。 

２ 立地について、あらかじめ土地利用計画に基づき市町長と協議し、これを了したものであるこ

と。 

 

添付図書 

 当基準に該当することは、次に掲げる添付図書により判断する。 

１ 理由書 

２ 立地についての市町長の意見書及び事前協議の内容を記載した図書 

３ その他、特別な事情が有る場合は、これを説明するために必要な図書 
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○農家住宅及び自己用の農業用倉庫 （開発許可等不要証明）           【兵庫県基準】 

 

 

【都市計画法施行規則第６０条】 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項（同法第８８

条第１項又は第２項において準用する場合を含む）の規定による確認済証の交付を受けようと

する者は、その計画が法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２

項、第４２条、第４３条第１項又は第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の

交付を都道府県知事に求めることができる。 

 

【県規則第１７条】 

省令第６０条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発許可不要証明申請書に、

当該申請に係る次に掲げる図書を添えて、これを知事に提出しなければならない。 

（１）位置図（縮尺25,000分の1以上のもの） 

（２）付近見取図（縮尺3,000分の1以上のもの） 

（３）地籍図 

（４）敷地求積図 

（５）土地利用計画図 

（６）敷地断面図 

（７）建築計画平面図 

（８）全各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書 

 

 １  適用について 

   農地法第２条第４項に規定する「自作農」又は「小作農」者の住宅（以下「農業者用住宅」という。） 

  及び農業用倉庫を建築する場合で、建築主からの願出に基づき、その計画が都市計画法第２９条第１項 

  第２号及び第２項第１号の規定に該当していると認められる場合、都市計画法施行規則第６０条の規定 

  による証明書（以下「６０条証明書」という。）が交付される。 

 

 ２  農業用倉庫の計画（規模、構造及び位置）が、次の基準に適合する場合は、証明書が交付される。 

  １）耕作面積５０アール以下については、延べ面積１００㎡以下とする。５０アールを超えた場合は、 

   超えた面積１０アールにつき２０㎡を加えた面積以下とする。ただし、収納する生産資材等の提出 

   を求め、その規模が適当と認められる場合は、上記面積を超えることができる。 

     なお、大規模なものは法第３４条第４号に該当すれば、法第２９条又は法法第４３条に基づき許 

可される。 

  ２）木造及び鉄骨造の２階までとし、最高の高さは７ｍ以下とする。ただし、収納する生産資材及び 

   農機具等の資料の提出を求め適当と認められる場合は、それによることができる。 

  ３）住宅の敷地内、住宅の隣接地又は耕作地の周辺とする。 

 

 ３  農業者用住宅の計画が、次の基準第１、第２に適合する場合は、証明書が交付される。 

  ・基準第１（現在住宅を有する場合） 

     現在住宅を有する農業を営む者（農地耕作を行っている世帯員を含む。以下「営農者」という。） 

    が、新たに農業者用住宅を建築することは、原則として認められない。また、現在住宅を有する営 

    農者が、現住宅敷地以外の土地で建て替えることは、原則として認められない。 

     ただし、次の事情による場合は、認められる。 

  １）世帯主以外の世帯員で、使用収益権に基づき農業を営む者が、新たな世帯を形成するために、農業 

   者用住宅を耕作地周辺に建築する場合。 
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  ２）現敷地以外の土地で建て替える場合で、現住宅が農業者用住宅として建築されたものでなく、かつ 

   次のいずれかに該当する合理的な理由がある場合 

    ただし、移転地は現在居住している周辺とし、従前の住宅は除却する場合に限る。 

  ア 住環境が改善される次のいずれかの場合 

   ａ 住宅規模を改善するうえで、現敷地が狭隘な場合 

   ｂ 安全性が高くなる場合 

   ｃ 日照・通風等衛生上改善される場合 

   ｄ 接道条件が改善される場合 

  イ 移転することにより、農作業の効率が改善される場合 

  ３）その他の場合で、本庁都市計画課開発調整室（以下「開発調整室」という。）と協議の上、新たに 

    農業者用住宅の建築が必要と認められる場合 

 

  ・基準第２（現在住宅を有しない場合） 

     自己所有でない住宅に居住する営農者が、次の農業者用住宅を建築することは認められる。 

  １）耕作地から１５キロメートル以上離れた現借家等の住宅から移転し、耕作地から１５キロメートル 

   以内の合理的な土地（原則として同一市町内）に、農業者用住宅を建築する場合 

  ２）世帯分離等により借家に居住する営農者が、耕作地周辺に農業者用住宅を建築する場合 

  ３）その他の場合で、開発調整室と協議の上、新たに農業者用住宅の建築が必要と認められる場合 

 

 ４ 証明申請書の審査について 

    開発許可等不要証明書（６０条証明書）は、申請書及び次の添付図書、設計図書による審査の他、 

   必要な場合は、現地調査による確認を受けた後、交付される。 

    交付された開発許可等不要証明は、原本を建築確認申請書の正本に添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

添付図書（県規則第１７条第８号 知事が必要と認める図書） 

（１）農業用倉庫の申請の場合 

   ・農業用倉庫を必要とする理由書 

   ・農業委員会の発行する農業者証明書 

   ・農業者証明書に記載された耕作地等を示す地図 

   ・建築しようとする土地の登記簿謄本 

   ・建築しようとする倉庫の付近見取り図、配置図、平面図及び立面図 

   ・既に所有している倉庫の位置図及び位置図及びその規模がわかる資料 

   ・その他、証明者が証明書を交付するために必要とする資料  例）字限図、住民票等 

 （２）農業者用住宅の申請の場合 

  ・新たに住宅を必要とする（別の土地に建替る）理由書 

   ・農業委員会の発行する農業者証明書 

   ・申請者の同一世帯全員の住民票 

   ・建築しようとする農業者用住宅の入居予定者及び建築主との続柄を示す書類 

   ・建築しようとする者の現住宅の付近見取り図及び間取り図 

   ・建築しようとする住宅の付近見取り図及び平面図 

   ・建築しようとする土地の登記簿謄本 

   ・農業者証明書に記載された耕作地等を示す地図 

   ・その他、証明者が証明書を交付するために必要とする資料  例）字限図、計画地の配置図等 
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加西市集落区域まちづくり要綱      【加西市独自基準】 

（目的） 

第１条 この要綱は、加西市土地利用計画作成要綱（平成 17 年加西市訓令第 17 号）に基づく加西市土地利用

計画（平成 19 年加西市告示第 31 号）による、集落区域内の良好な居住環境を形成するため、建築主に必要

な協力を要請するための基準を定めることにより、調和のとれた計画的で秩序あるまちづくりを推進するこ

とを目的とする。 

（適用区域） 

第２条 この要綱は、加西市土地利用計画の集落区域内に適用する。ただし、［旧］住宅地造成事業に関する

法律（昭和 39 年法律第 160 号）に基づく認可を受けた住宅地及び都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に

基づく開発許可を受けた住宅地は除くものとする。 

（対象建築物） 

第３条 この要綱は、前条の適用区域内で建築される新築戸建住宅及び増・改築部分に適用する。 

（敷地面積の最低限度） 

第４条 戸建住宅における一戸当りの敷地面積にあっては、別表１に定めるとおり最低限度を２００㎡（市街

化区域に隣接する地区は１５０㎡）とする。 

（専用通路） 

第５条 住宅敷地の専用通路は、長さの限度を 35ｍとし、専用通路の幅員は、専用通路の長さが 15ｍ以下の

場合は幅員 2.0ｍ以上、専用通路の長さが 15ｍを超え 35ｍ以下の場合は幅員 4.0ｍ以上とする。なお、専用

通路部分で規模、形状等が適当であるものについては、その通路面積を敷地面積から除くことができる。た

だし、既に 4.0ｍ以上の専用通路の住宅敷地があり、その専用通路に隣接するように専用通路を配置して２

軒目を建設する場合は、２軒目の専用通路の幅員を 2.0ｍ以上とし、合計幅員を 6.0ｍ以上とすることがで

きる。また、２軒同時に建設する場合の専用通路の幅員は各 3.0ｍ以上とし、合計幅員を 6.0ｍ以上とする

ことができる。 

（壁面後退） 

第６条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線（道路境界線を含む）までの距離を 1.0ｍ以上

とする。なお、敷地に接している既設道路が建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第４２条第２項道路等

の幅員４ｍ未満である敷地については、みなし道路境界線（道路中心線から２ｍ後退した境界線）より 1.0

ｍの壁面後退をおこなうものとする。 

（適用除外） 

第７条 すでに建物が建っていた敷地であり、用途変更及び敷地形状の変更が伴わない敷地については、前３

条の規定は適用しない。 

（災害対策） 

第８条 建築主は、その住宅敷地が別表２に示す地区の急傾斜被害想定区域内である場合、建築行為をしよう

とするときには、災害防止のため、兵庫県建築基準条例（昭和 46 年兵庫県条例第 32 号）第２条（がけ地の

安全措置）等に基づき、必要な対策を講じること。また、その住宅敷地が別表３に示す地区の山崎断層帯（琵

琶甲断層、三木断層）及びその推定部に位置する、又は隣接する地区内である場合は、地震災害防止のため、

建築物の耐震化、耐火化等に努めること。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が定める。 

附 則   

この要綱は、平成１９年４月３日から施行する。 

※この要綱は集落区域内に建築する住宅（分家住宅、地縁者住宅又は農家住宅等）の建築行為に適用 

されます。 
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別表１（第４条関係） 

     敷地面積の最低限度は、市街化区域に隣接する地区は 150 ㎡、それ以外は 200 ㎡とする。 

【敷地面積の最低限度】 

地 区 名 最低限度(㎡) 地 区 名 最低限度(㎡) 地 区 名 最低限度(㎡) 

甲和泉町地区 ２００㎡ 鶉野上町地区 ２００㎡ 中西北町地区 ２００㎡ 

乙和泉町地区 ２００㎡ 鶉野南町地区 ２００㎡ 琵琶甲町地区 ２００㎡ 

野上町地区 ２００㎡ 都染町地区 ２００㎡ 新生町地区 ２００㎡ 

池上町地区 ２００㎡ 別府西町地区 ２００㎡ 野条町地区 ２００㎡ 

山田町地区 ２００㎡ 別府中町地区 ２００㎡ 牛居町地区 ２００㎡ 

満久町地区 ２００㎡ 別府東町地区 ２００㎡ 上野田町地区 ２００㎡ 

島町地区 ２００㎡ 常吉町地区 ２００㎡ 東野田町地区 ２００㎡ 

西野々町地区 ２００㎡ 朝妻町地区 ２００㎡ 東笠原町地区 ２００㎡ 

馬渡谷町地区 ２００㎡ 豊倉町地区 ２００㎡ 西笠原町地区 ２００㎡ 

大工町地区 ２００㎡ 玉野町地区 ２００㎡ 三口町地区 ２００㎡ 

鍛冶屋町地区 ２００㎡ 山枝町地区 ２００㎡ 坂本町地区 ２００㎡ 

油谷町地区 ２００㎡ 玉丘町地区 ２００㎡ 倉谷町地区 ２００㎡ 

田谷町地区 ２００㎡ 青野原町地区 ２００㎡ 千ノ沢町地区 ２００㎡ 

国正町地区 ２００㎡ 福住東町地区 ２００㎡ 北条町小谷地区 １５０㎡ 

小印南町地区 ２００㎡ 福住西町地区 ２００㎡ 北条町栗田地区 １５０㎡ 

青野町地区 ２００㎡ 山下西町地区 ２００㎡ 北条町東高室地区 １５０㎡ 

殿原町地区 ２００㎡ 山下中町地区 ２００㎡ 北条町西高室地区 １５０㎡ 

鴨谷町地区 ２００㎡ 山下東町地区 ２００㎡ 北条町東南地区 １５０㎡ 

笹倉町地区 ２００㎡ 西横田町地区 ２００㎡ 北条町西南地区 １５０㎡ 

中富町地区 ２００㎡ 東横田町地区 ２００㎡ 北条町黒駒地区 １５０㎡ 

越水町地区 ２００㎡ 鎮岩町地区 ２００㎡ 女鹿山自治区地区 １５０㎡ 

北町地区 ２００㎡ 岸呂町地区 ２００㎡ 谷町地区 １５０㎡ 

別所町地区 ２００㎡ 東長町地区 ２００㎡ 西谷東町地区 ２００㎡ 

上野町地区 ２００㎡ 西長町地区 ２００㎡ 西谷西町地区 ２００㎡ 

田原町地区 ２００㎡ 東剣坂町地区 ２００㎡ 畑町地区 ２００㎡ 

網引町地区 ２００㎡ 西剣坂町地区 ２００㎡ 芝自治区地区 ２００㎡ 

南網引町地区 ２００㎡ 中山町地区 ２００㎡ 窪田町地区 ２００㎡ 

栄町地区 ２００㎡ 大柳町地区 ２００㎡ 吸谷町地区 ２００㎡ 

桑原田町地区 ２００㎡ 王子町地区 ２００㎡ 西上野町地区 ２００㎡ 

繁陽町地区 ２００㎡ 戸田井町地区 ２００㎡ 市村町地区 ２００㎡ 

繁昌町地区 ２００㎡ 両月町地区 ２００㎡ 坂元町地区 ２００㎡ 

繁昌団地自治会地区 ２００㎡ 大村町地区 ２００㎡ 福居町地区 ２００㎡ 

上宮木町地区 ２００㎡ 尾崎町地区 ２００㎡ 谷口町地区 ２００㎡ 

下宮木村町地区 ２００㎡ 段下町地区 ２００㎡ 吉野町地区 ２００㎡ 

下宮木町地区 ２００㎡ 中西南町地区 ２００㎡   

但し、土地利用計画策定日（以下「基準日」という。）において、宅地の面積が基準面積以下の宅地であって、

基準日の宅地面積以上のものについてはこの限りでない。 

注）土地利用計画策定日 平成 19 年 2 月 8日            《加西市土地利用計画抜粋》 
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別表２（第８条関係）急傾斜地被害想定区域を有する地区     兵庫県土砂災害ハザードマップより抽出 

5.山田町地区 9.馬渡谷町地区 12.油谷町地区 14.国正町地区 15.小印南町地区 

17.殿原町地区 19.笹倉町地区 23.別所町地区 43.朝妻町地区 44.豊倉町地区 

47.玉丘町地区 50.福住西町地区 51.山下西町地区 53.山下東町地区 61.西剣坂町地区 

62.中山町地区 63.大柳町地区 84.北条町小谷地区 85.北条町栗田地区 91.女鹿山自治区地区 

93.西谷東町地区 95.畑町地区 97.窪田町地区 98.吸谷町地区 102.福居町地区 

   

別表３（第８条関係）山崎断層帯における活断層及び活断層推定部に隣接する地区 

29.桑原田町地区 54.西横田町地区 55.東横田町地区 56.鎮岩町地区 68.尾崎町地区 

69.段下町地区 70.中西南地区 71.中西北地区 72.琵琶甲町地区 73.新生町地区 

74.野条町地区 101.坂元町地区 102.福居町地区 103.谷口町地区 104.吉野町地区 

 

 

建築ルールの方針図 
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《地縁者の居住要件について》 

  地縁者とは、開発区域周辺の市街化調整区域に通算して 10 年以上居住する者であり、開発区域周辺 

とは、同じ大字区域、隣接する大字、同じ小学校区とする。 

但し、段下町、尾崎町、中西町の区域は、一部に飛地の北条東小学校区を含むが、全て下里小学校区 

として運用する。また、鎮岩町の区域は、一部に飛地の北条東小学校区を含むが、全て賀茂小学校区と 

して運用する。 

  ※市村町、西上野町、満久町については、教育委員会で小学校区域の確認が必要。 

   （基本的には、市村町及び西上野町は富田小学校区、満久町は日吉小学校区として運用する。） 
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建設並びに雨水排水放流同意書 

 

この度、下記の建築物を建設するにあたり、建設並びに雨水排水放流の同意をお願いします。 

 

建築主住所･氏名  

敷 地 の 位 置  

建 物 の 用 途  

規 模 造    階建 

面 積 等 

敷地面積       ㎡ 

建築面積       ㎡ 

延べ床面積      ㎡ 

 

 

平成  年  月  日 

願出人   住所 

        氏名                 ㊞ 

 

 

上記、願出に同意する。 

 

 

平成  年  月  日 

区 長   住所 

        氏名                 ㊞ 

 

平成  年  月  日 

農会長 

（水利権者） 住所 

        氏名                 ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ※新規に住宅等を建設される場合（住宅以外からの用途変更含む）は、許可申請書に添付をお願いします。 
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  注意事項                                           加西市 

 

・正本 1部、副本 1部、正本の写し 1部の計 3部を加西市都市計画課へ提出して下さい。 

 

・市で事務処理後（約一週間）、北播磨県民局での審査となります。 

 

・添付書類については、各申請項目の添付図書を参考にしてください。 

 詳しくは、北播磨県民局まちづくり建築第二課へ確認をお願いします。 

 

・申請地が農地である場合は、加西市農政課（市役所 ４Ｆ）、加西市農業委員会（市役所 ４Ｆ）へ 

法令手続きの確認をお願いします。 
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県様式例21 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は 

正 第一種特定工作物の新設許可申請書 

 

                                                          新   築 

                                     建   築   物      改   築 

 都市計画法第43条第１項の規定により、 第１種特定工作物  の  用途の変更 

                                                            新   設 

 の許可を申請します。 

                            平成   年   月   日 

 兵庫県知事            様 

 

                        住 所（法人の場合は所在地） 

              申請者     

 

                        氏 名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 

                                   

                                                               ○印  

                            電話            局      番 
 

 

※手数料欄 

1 

建築物を建築しようとする土地、 
用途の変更をしようとする建築物 
の存する土地又は第一種特定工作 
物を新設しようとする土地の所在、 
地番、地目及び面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 
目  

面 
積       ㎡ 

 

2 
建築しようとする建築物、用途の変更後の 
建築物又は新設しようとする第一種特定工 
作 物 の 用 途 

 

3 
改築又は用途の変更をしようとする場合は、
既存の建築物の用途 

 

4 

建築しようとする建築物、用途の変更後の 
建築物又は新設しようとする第一種特定工 
作物が法第34条第１号から第10号まで 
又は令第36条第１項第３号ロからホまでの 
いずれの建築物又は第一種特定工作物に該 
当するかの記載及びその理由 

 

5 そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受 付 番 号 平成   年   月   日  第    号 

※ 許 可 に 付 し た 条 件 

 

※ 許 可 番 号 
平成   年   月   日 

 

             第   －   号（    ） 
 

※上記申請について審査の結果適合しているので、条件を付して許可し、あわせてこの旨を 

申請者あて通知してよろしいか。 

※  決     裁     欄 ※ 合  議  欄 担当者 

       印 

  課 員 TEL 

 

※押印審査  ※地方機関名     課 員 

 

注 １．※は、記入しないでください。 

２．「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築又は用途の変更をすることについて他の法令による許可、 

認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 
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（申請書裏面） 

 

県 収 入 証 紙 貼 付 欄 
 

 

 敷地の面積  手数料の額  

  0.1ha未満     6,900円 

  0.1ha以上0.3ha未満    18,000円 

  0.3ha以上0.6ha未満    39,000円 

  0.6ha以上１ha未満    69,000円 

    1ha以上    97,000円 
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県様式例21－２ 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は 

副                 第一種特定工作物の新設許可通知書 

 

 

                                                                 新   築 

                                           建   築   物    改   築 

  ※  都市計画法第43条第１項の規定により、 第１種特定工作物 の 用途の変更   について、 

                                                            新   設 

   下記の条件を附して許可したので通知します。 

 

                             第       －      号（     ） 

 

                              平成   年   月   日 

 

                                                             ○印  

 １ 許 可 申 請 者 住 所 氏 名 

 

   建築物を建築しようとする土地、用途の 

 ２ 変更をしようとする建築物の存する土地 

   又は第一種特定工作物を新設しようとす 

   る土地の所在、地番、地目及び面積 

 地 

目 
 

面 

積 
          ｍ2 

 
   建築しようとする建築物、用途の変更後 

 ３ の建築物又は新設しようとする第一種特 

   定工作物の用途 

 

４ 改築又は用途の変更をしようとする場 

合は、既存の建築物の用途 

 

   建築しようとする建築物、用途の変更後 

   の建築物又は新設しようとする第一種特 

 ５ 定工作物が法第34条第１号から第10号ま 

   で又は令第36条第１項第３号ロからホま 

でのいずれの建築物又は第一種特定工作 

   物に該当するかの記載及びその理由 

 

 ６ そ の 他 必 要 な 事 項  

 ※ 許可に附した条件 

 

  備考 １ ※印のある欄は記載しないこと。 

          ２ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築又は用途の変更をすることについて 

      他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。  
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  都市計画法第43条 建築許可申請書記入例 

 

   １．申請地の地番については、基本的にすべて欄内に列記して下さい。 

 

   ２．建築しようとする用途については、「専用住宅」又は「一戸建専用住宅」と明記する。 

 

   ３．申請に対する適用法令については、 

一段目に「都市計画法 令第36条第1項第3号（ハ）」と明記し、 

      二段目に下記許可基準項目を明記する。 

・別表第２の１の項 「世帯分離のための住宅」又は「分家住宅」 

・別表第２の２の項 「調整区域に住む者の住宅」 

・別表第２の３の項 「既存集落における住宅」 

・別表第３の１の項 「地縁者の住宅区域に建築できる建築物」又は「地縁者住宅」 

・別表第３の２の項 「新規居住者の住宅区域に建築できる建築物」 

又は「新規居住者住宅」 

      三段目に「理由は別紙のとおり」と明記する。 

 

     記入例 

   建築しようとする建築物、用途の変更後 

   の建築物又は新設しようとする第一種特 

 ４ 定工作物が法第34条第１号から第10号ま 

   で又は令第36条第１項第３号ロからホま 

でのいずれの建築物又は第一種特定工作 

   物に該当するかの記載及びその理由 

  都市計画法 令第36条第1項第3号（ハ） 

  別表第３の１の項  地縁者住宅 

    理由は別紙のとおり 
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県様式例22 

開発許可等不要証明申請書 

 
 

 

 都市計画法施行規則第60条の規定により、開発許可等を要しない旨の証明 

書の交付を申請します。 

 

年  月  日 

   兵庫県知事 様 

 

          申請者 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 

                  氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

 

                                       ㊞ 

                        電話 （   ）    －    番 

  ※手数料欄 

１ 
建築しようとする者 

の住所及び氏名 

 

２ 
建築地の所在、地番、 

地目及び面積 

  地 目  

 面 積     

平方メートル 

３ 区 域 区 分 
 

 □市街化区域  □市街化調整区域  □その他の区域 

４ 建 築 物 等 の 用 途 
 

 

５ 

 

建築物等の構造及び 

規模 

構 造                    造                     建   

面 積         

平方メートル 

高 さ            

メートル 

６ その他必要な事項 
 

 ※受付欄 ※証明年月日及び番号 

 

         年     月  日             第    号     

※備 考 

 

注 ※印は、記入しないでください。 
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（申請書裏面） 
 

 

              手数料             円           係員          印 

   県証紙貼付欄 

 備 考 欄 
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県様式例22－２ 

開発許可等不要証明書 

 
 

 

 都市計画法施行規則第６０条の規定により、開発許可等を要しないことを証明します。 

 

      年  月  日            第      号 

 

 

  申請者 

              様 

 

 

                                                                   ○印  

 

１ 

 

建築しようとする者 

の住所及び氏名 

 

 

２ 

 

建築地の所在、地番、 

地目及び面積 

  地 目  

 面 積     

平方メートル 

３ 区 域 区 分 □市街化区域   □市街化調整区域   □その他の区域 

４ 建 築 物 等 の 用 途  

 

５ 

 

建築物等の構造及び 

規模 

構 造                    造                     建      

面 積         

平方メートル 

高 さ            

メートル 

６ その他必要な事項 
 

７ 備   考 

 

 

注 ※印は、記入しないでください。 
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  都市計画法第43条 建築許可申請書記入例 

 

   １．申請地の地番については、基本的にすべて欄内に列記して下さい。 

 

   ２．建築物等の用途については、 

・住宅の場合、「専用住宅」又は「一戸建専用住宅」の後ろに（農業者用住宅）を 

       明記して下さい。 

 

   ３．建築物等の構造及び規模については、 

      ・住宅及び倉庫を同時に申請される場合は、個別に明記して下さい。 

 

 

   記入例 

４ 建 築 物 等 の 用 途 
  一戸建専用住宅（農業者用住宅） 

  農業用倉庫 

 

５ 

 

建築物等の構造及び 

規模 

構 造 住宅    木 造          ２階 建 

     倉庫   鉄骨 造     平屋 建 

面 積   住宅   175.50 

    倉庫    65.50 

平方メートル 

高 さ   住宅   7.50 

  倉庫   3.50 

メートル 
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「地縁者の住宅区域」、「新規居住者の住宅区域」の指定図については、下記加西市ＷＥＢ 

ページに掲載しています。 

参考としてご利用ください。【正式なものは市役所５階 都市計画課で閲覧しております。】 

 

「地縁者の住宅区域」検索 

トップページ 上部 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

クリック 

クリック 
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「新規居住者の住宅区域」検索 

トップページ 下部 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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